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府は生じ得る問題の解決に向け誠実に協力する.

8.行動指針に加盟する政府rL企業を公平にヘかつ.国際法及ぴ自国が受
諾した契約上の義務に従って取り抜う責任を果すという了解の下に.行
動指針を制定したo

9,企業と受入国政府との間で生じる法的問題の鱗決を容易ならしめる亭段
としてl仲裁を含む適当な国際紛争解決制度の利用が奨励されるo

1 0.行動指針に加盟する政府rま.行動指針の苦及を促進トその利用を煤漁
する.政府IL行動指針の苦及を促進しl行動指針に関達する全ての事
項を議論するためのフオ-ラムとして行動する達緒窓口を設立するo行
動指針に加盟する政府は1また.変化する世界における行動指針の解釈
に関する問題に対応するためl適切な再検討と協議に参加するo

T, -般方針

企業はlその事業活動を行う国で確立した政策を十分に考慮に入れlその他の利害関係者の見解
を考慮すベきである.この点に関しl企業は次の行動をとるベきである.

l.持続可能な開発を達成することを目的として,経済面.社会面及び環境
面の発展に貢献する.

2.受入国政府の国際的義務及ぴ公約に則しつつ,企業の活動によって影響
を受lナる人々の人権を尊重する.

3.健全な商慣行の必要性に則しつつへ現地実業界を含めた現地社会との密
接な協力及ぴ国内列の市場におfj-る当該企業の活動の発展を通じ,現地

の能力の開発を奨励す季.

4.人的資本の形成をl特に置用磯会の創出と従業昌のための訓練機会の増
進によってl奨励するo

5眉境.健康,安全l労働,課税,財政による奨励又はその他の事項に関
する法令又は規制の枠組において意図されていない免除の要求及び受諾
を回避するo

6.良きコ-ポレ-卜.ガパナンス原則を支持しlまた維持し,艮きコ-ポ
レ-卜.ガパナンスの慣行を発展させl適用する.

7.企業と企業の事業活動が行われる社会との間の信用及び相互信頼関係を
育成する効果的な自主現制の慣行及ぴ経営制度を発展させl適用する.

8.訓練計画を含めた適切な普及方法を通じ1会社の方針について従業昌の
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